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令和２年度 第３回 長野市社会福祉審議会 次第 

 

日時：令和３年２月１日（月） 

午後１時 30 分～午後３時 15 分 

場所：ふれあい福祉センター ５階 ホール 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１）答申事項 

(ｱ) 令和３年度 長野市の保育所等保育料（利用者負担）について 

（２福政第 155 号令和２年６月２日諮問） 

(ｲ) 第九次長野市高齢者福祉計画・第八期長野市介護保険事業計画 

（あんしんいきいきプラン２１）の策定について 

（２福政第 155 号 令和２年６月２日諮問） 

(ｳ) 第２次 長野市障害者基本計画・第６期 長野市障害福祉計画 

・第２期 長野市障害児福祉計画の策定について 

（元福政第 858 号 令和２年２月３日諮問） 

（２） 経過報告 

(ｱ) 長野市放課後子ども総合プラン延長時間の利用者負担の見直しについて 

（２福政第 717 号 令和３年１月 19 日諮問） 

（３）その他 

４ その他 

５ 閉会 

(1)



令和２年10月

選出区分 委員氏名 推薦団体・役職等 所属専門分科会 備考

市議会議員 市 川　和 彦  長野市議会議員 児童福祉

小 泉　栄 正  長野市議会 議長
地域福祉
民生委員審査

民生委員審査
専門分科会　会長

東方　みゆき  長野市議会議員 障害者福祉

若 林 　　祥
 長野市議会議員
 福祉環境委員会委員長

老人福祉

学識経験者 飯島　富士雄  更級医師会　会長 障害者福祉

青 木　寛 文  長野県弁護士会 地域福祉

小 池　正 志  長野県社会福祉士会　事務局長 老人福祉

小 林　敏 枝  松本大学 教授 障害者福祉

小 林　久 男  中条地区住民自治協議会 地域福祉

髙 野　哲 浩  成年後見センター　リーガルサポート長野 障害者福祉

武田　るい子  清泉女学院短期大学 教授 地域福祉

塚田　まゆり  長野市教育委員会 教育委員
児童福祉
民生委員審査

水 口　　 崇  信州大学 准教授 児童福祉
児童福祉
専門分科会　会長

宮 澤　政 彦  長野市医師会 会長 老人福祉

山 岸　明 浩  信州大学 教授 老人福祉
老人福祉
専門分科会長

社 会 福 祉 伊 藤　篤 志  長野市民生委員児童委員協議会 会長
地域福祉
民生委員審査

地域福祉
専門分科会　会長

関 係 者 岩 下　秀 雄
 長野市民生委員児童委員協議会 
 高齢者福祉部会長

老人福祉

小 林　和 夫  長野市身体障害者福祉協会 理事長 障害者福祉

近 藤　定 利
 長野市老人クラブ連合会
 会長

老人福祉 副委員長

重 野　美 信
 長野市放課後子どもプラン館長施設長会
 会長

児童福祉

嶋 田　直 人  長野県高齢者福祉事業協会 地域福祉

高 山 さや佳
 長野市ボランティアセンター運営委員会
 委員長

地域福祉

寺 田　裕 明  長野市社会福祉協議会 会長
老人福祉
民生委員審査

委員長

丸 山　香 里  長野市手をつなぐ育成会 会長
障害者福祉
民生委員審査

峰 川　暁 見  長野市私立保育協会 会長 児童福祉

横 地　克 己  長野市社会事業協会 理事長
障害者福祉
民生委員審査

障害者福祉
専門分科会　会長

和 田　典 善  長野市幼稚園・認定こども園連盟 会長 児童福祉

長野市社会福祉審議会（本会）委員名簿

(2)



 

令和３年２月１日 

 
長野市社会福祉審議会 
 委員長 寺田 裕明 様 

 
児童福祉専門分科会  
 会長 水口 崇  

 
 

令和３年度 長野市の保育所等保育料（利用者負担）について 

 

 

令和２年６月２日付けで調査・審議を付託されましたこのことにつきまして、

当分科会において慎重に調査・審議をした結果、下記のとおり決定しましたので

報告します。 

 
 

記 
 
 
１ 令和３年度 長野市の保育所等保育料（利用者負担）について 

 
  令和３年度の保育所等保育料については、国の動向等に大きな変化がない

ことから、現行の保育所等保育料を据え置きとします。 
 
 保育料基準額表は、別紙１のとおり 

 
 
 
 

(3)
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令和３年２月１日 

 

長野市社会福祉審議会 

委員長 寺 田 裕 明 様 

 

長野市社会福祉審議会 老人福祉専門分科会 

会 長  山 岸 明 浩  

 

 

第九次長野市高齢者福祉計画・第八期長野市介護保険事業計画の 

策定について 

 

 令和２年６月２日付け２福政第 155号で諮問のありました、このことについて、

当分科会において慎重に審議した結果、下記のとおり決定しましたので報告いた

します。 

 

記 

 

１ 第九次長野市高齢者福祉計画・第八期長野市介護保険事業計画の策定につい

ては、別冊のとおりです。 
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令和３年２月１日 

 
長野市社会福祉審議会 
委員長 寺 田 裕 明  様 

 
長野市社会福祉審議会 
障害者福祉専門分科会 
会長 横 地 克 己 

 
 
第２次障害者基本計画・第６期長野市障害福祉計画・第２期長野市障害児福祉

計画の策定について 
 
 
 

令和２年２月３日付け元福政第 858 号で諮問のありました、このことについ

て、当分科会において慎重に審議した結果、下記のとおり決定しましたので報告

いたします。 
 
 

記 
 
 
１ 第２次障害者基本計画・第６期長野市障害福祉計画・第２期長野市障害児福

祉計画の策定については、別冊のとおりです。 
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放課後子ども総合プラン延長時間の利用者負担の見直しについて

1

ながの子育て
応援ｷｬﾗｸﾀｰ

１ 放課後子ども総合プランとは

児童館、児童センターや小学校の空き教室等を活用し、留守家庭の児童などが放課後等に安全

で安心して過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動の場を提供することを目的に、

平成20年度から実施

留守家庭の児童のほか、希望児童 （理由にかかわらず、利用を希望する児童） を全ての学校区

（54校区）で受け入れることを目標として取組みを継続

⑴ 利用対象者 市内小学校の １年生から６年生

⑵ 実施施設数、登録児童の状況

令和2年度 平成20年度

プラン実施校区 54校区 4校区

実施施設数 90施設 61施設

児童館・センター 39施設 42施設

子どもプラザ （小学校内） 49施設 4施設

児童クラブ ２施設 15施設

登録児童数 (a) 8,718人 5,250人

小学校児童数 (b) 19,162人 22,418人

登録率 （a/b） 45.5% 23.4%

希望児童の受入状況 （令和２年度）

留守家庭＋希望児童 40校区

留守家庭＋希望児童の一部 ８校区

留守家庭のみ ６校区

※ 児童数は、いずれも5月1日現在

（全90施設）

開始時間 終了時間

7:30 8:00 8:30 18:00 18:30 19:00

登校日 － － － ９施設 ７７施設 ４施設

学校休業日 ３施設 ８５施設 ２施設 ９施設 ７７施設 ４施設

開館（実施）時間の延長拡大について２

○ 開館（実施）時間平成24年度から開館時間の前倒しや閉館時間の延長を実施

○ 登校日の18:00以降、学校休業日の8:30以前及び18:00以降、施設ごとに１時間の範囲
内で実施時間を設定

○ 30分延長施設が大半（夕方19時まで開館している施設は、４施設のみ）

○ 延長時間利用登録児童の割合は年々増加傾向 （H24年度 14.2％ → R２年度 40.2％）

● 一方、市内保育所の時間外保育や幼稚園の時間外預かりは夕方19時までが主流 （市内保育
所 72施設中 45施設（62.5％））

● 保育所で時間外保育等を利用していた保護者からは、保育所等と同様に放課後子ども総合
プラン事業でも19時まで延長利用の要望

市の基本的な取組み方針

放課後子ども総合プランについては、地域の実情や保護者の意向を踏まえて、実施時間の
延長に努める。（第二期（R２～６年度）長野市子ども・子育て支援事業計画）

2

⑴ 現在の実施状況

(7)
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【課題①】 担い手の確保

 現在も延長時間帯の職員確保さえ厳しい状況の中で、
各施設で延長時間の拡大に対応できるよう体制づくり
が必要

【課題②】 利用料金の設定方法

 現在の利用料の設定（条例）では、施設ごと一律に延長
時間を定める仕組み

 30分延長施設を１時間延長施設に変更した場合、30分
のみ利用したい希望者も一律に料金が引き上がり、負
担が増加

【課題③】 運営コストの増加

 利用者へのアンケートでは、希望者が６％程度と通常
時間帯より利用が少ないと見込み

 職員配置基準に沿った体制を確保する必要があること
から、児童１人当たりのコストがさらに高くなる可能性

3
⑵ １時間延長する施設の拡大に当たっての課題と対応

一部施設での１時間延長の「試行」

令和３年４月から実施

試行の中で、職員配置など課題解決に

向けた検討を促進

延長利用料の見直し

（条例改正）

（現行） 30分延長施設 350円／月

1時間延長施設 700円／月

施設ごと一律での利用料の設定
や金額の見直しについて、長野市
社会福祉審議会に諮問

「行政サービスの利用者の
負担に関する基準」

１人30分当たりコスト 2,112円／月
（令和元年度決算ベース）

児童館利用者負担割合 50％

１人30分当たり 1,056円／月

4
３ 放課後子ども総合プラン事業の実施状況等

22,418 22,498 22,522 22,177 21,738 21,469 21,160 20,796 20,378 20,172 19,974 19,626 19,162 

5,250 5,517 5,890 6,157 6,229 6,461 6,784 7,681 8,455 8,986 8,354 8,695 8,718 
23.4% 24.5% 26.2% 27.8% 28.7% 30.1% 32.1% 36.9%

41.5% 44.5% 41.8% 44.3% 45.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

児童数 登録児童数 登録率

6,229 6,461 6,784 
7,681 

8,455 
8,986 

8,354 8,695 8,718 

886 
1,348 1,679 2,102 2,443 2,786 3,145 3,405 3,508 

14.2% 20.9%
24.7% 27.4% 28.9% 31.0%

37.6% 39.2% 40.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

登録児童数 延長利用登録児童数 延長登録割合

⑴ 登録児童数の推移

⑵ 延長利用登録児童数の推移

（年度）
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5
⑶ 施設別開館時間の状況

施設数
延長利用登録児童数

H30年度 R元年度 R２年度

〇１時間延長施設 4施設 163人 157人 168人

【登校日の夕方及び休業日の朝・夕1時間延長】

(3施設) (146人)

［1人］

(143人)

［1人］

(151人)南部児童センター、南部子どもプラザ、大橋児童クラブ

［大岡子どもプラザ（R元年度まで）］

【登校日の夕方及び休業日の夕方1時間延長】
(1施設) (16人) (13人) (17人)

稲田児童クラブ

〇30分延長施設 84施設 2,982人 3,248人 3,340人

【登校日の夕方及び休業日の朝・夕30分延長】 (77施設) (2,881人) (3,122人) (3,218人)

【学校休業日の朝のみ30分延長】

(7施設) (101人) (126人) (122人)松代花の丸児童センター、松代花の丸子どもプラザ、

豊栄児童館、青木島児童センター、青木島子どもプラザ、

七二会子どもプラザ、鬼無里子どもプラザ

〇通常開館施設 2施設 0人 0人 0人

芋井児童センター、大岡子どもプラザ（R2年度～）

延長利用登録児童数Ⓐ 計 3,145人 3,405人 3,508人

登録児童数Ⓑ 計 90施設 8,354人 8,695人 8,718人

延長利用率（Ⓐ／Ⓑ） 37.6% 39.2% 40.2%

6
⑷ 減免の適用状況 （各年5月１日時点）

減免項目 減免理由 減免割合 利用料(円)
人数

R元年度① R２年度② ②－①

減 免 な し － 2,000 6,267人 6,277人 10人

減
免
適
用

経済的事情

生活保護受給世帯 10/10 0 17人 9人 △8人

市町村民税非課税世帯 1/2 1,000 162人 156人 △6人

児童扶養手当受給世帯 1/2 1,000 321人 302人 △19人

就学援助認定世帯 1/2 1,000 194人 223人 29人

経済的事情 小計 694人 690人 △4人

地域性 遠距離通学児童 2/5 1,200 89人 81人 △8人

多子利用

多子2人目 1/2 1,000 1,359人 1,387人 28人

多子3人目以降 10/10 0 95人 72人 △23人

多子利用 小計 1,454人 1,459人 5人

減免項目の組合せ(※) 191人 211人 20人

減免適用 合計 2,428人 2,441人 13人

合 計 8,695人 8,718人 23人

(※) 減免項目の組合せは、複数の減免項目に該当する場合で、減免割合を乗じて算出するもの

例） 経済的事情及び多子２人目に該当する場合 1人目1,000円 ２人目500円 世帯計1,500円

(9)



延長時間に係るコストと利用者負担の基準

○ 延長時間に係るコスト （令和元年度決算ベース）

延長時間に係る事業費

総事業費 973,415,821円 (a）

総開館時間 1,570時間 （b）

延長開館時間 145.6時間 （ｃ）

総事業費 a ÷ 総開館時間 ｂ × 延長開館時間 ｃ

＝ 90,296,473円

延長利用者一人当たり月額コスト （30分延長あたり）

30分延長登録児童数 3,248人

１時間延長登録児童数 157人

30分単位に換算した場合の人数

3,248人＋（157人×２ （30分×２回分））＝3,562人

１人30分当たりの月額コスト

90,296,473円÷3,562人÷12月＝ 2,112円

「行政サービスの利用者の負担に関する基準」

○ 児童館利用者負担割合 50％
利用者負担額 （コストベース）

30分利用 2,112円 × 50％ ＝ 1,056円／月

○ 激変緩和措置

現行の負担割合の２分の１を上限額
利用者負担額 （激変緩和措置）

30分利用 350円 × 1.5倍 ＝ 525円／月

参考資料
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社会福祉法（抜粋） 

 

 

（第一条から第六条 略） 

 

第二章 地方社会福祉審議会 

（地方社会福祉審議会） 

第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調査審議す

るため、都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下

「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議

会」という。）を置くものとする。 

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問

に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 

（組織） 

第八条 地方社会福祉審議会は、委員三十五人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことが

できる。 

（委員） 

第九条 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の

議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若

しくは中核市の長が任命する。 

（委員長） 

第十条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。 

（専門分科会） 

第十一条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委

員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分

科会を置く。 

２ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門

分科会その他の専門分科会を置くことができる。 

（地方社会福祉審議会に関する特例） 

第十二条 第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定め

るところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。 

２ 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、

第八条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、前条第一項中「置く」とあるのは

「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものと

する。 

（政令への委任） 

第十三条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（第十四条以降 略） 

 

参考資料１ 
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○長野市社会福祉審議会条例 

平成12年３月30日長野市条例第３号 

改正 

平成12年９月29日条例第49号 

平成14年３月29日条例第12号 

平成17年３月30日条例第10号 

平成20年３月28日条例第12号 

平成23年12月20日条例第30号 

平成25年９月30日条例第31号 

平成27年３月27日条例第10号 

令和２年３月30日条例第８号 

長野市社会福祉審議会条例 

（設置等） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第７条第１項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）

の規定に基づき、長野市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、社会福祉に関する事項を調査審議するほか、児童福祉に関する事項（子ども・子育

て支援に関する事項を含む。）及び精神障害福祉に関する事項を調査審議するものとする。 

３ 社会福祉法第11条第１項の規定に基づき設置する身体障害者福祉専門分科会を障害者福祉専門

分科会と称し、第６条第１項第２号に掲げる事項を調査審議するほか、障害者基本法（昭和45年

法律第84号）第11条第６項の規定により意見を聴く機関とする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員27人以内で組織する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（副委員長） 

第４条 審議会に副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。 

（会議） 

第５条 審議会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招

参考資料２ 
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集しなければならない。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

５ 臨時委員は、特別な事項について議事を開き、議決を行う場合には、前２項の規定の適用につ

いては、委員とみなす。 

（専門分科会） 

第６条 審議会に次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に定める事項を調査審議する。 

(１) 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

(２) 障害者福祉専門分科会 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項 

(３) 児童福祉専門分科会 児童並びに母子及び父子の福祉に関する事項（子ども・子育て支援

に関する事項を含む。） 

(４) 老人福祉専門分科会 老人の福祉に関する事項 

(５) 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項 

２ 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 専門分科会に専門分科会長及び専門分科会副会長各１人を置き、当該専門分科会に属する委員

及び臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。 

５ 専門分科会副会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるときは、その職務を

行う。 

（審査部会） 

第７条 障害者福祉専門分科会の審査部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

(２) 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定又は指定の取消しに関する事項 

(３) 更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消しに関する事項 

２ 審査部会に部会長及び副部会長各１人を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によ

りこれを定める。 

３ 部会長は、審査部会の会務を掌理する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を行う。 

（専門分科会及び審査部会の会議） 
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第８条 専門分科会又は審査部会の招集、定足数及び議決については、第５条の規定を準用する。

この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門分科会又は審査部会」と、「委員長」と

あるのは「専門分科会長又は部会長」と、「委員」とあるのは「専門分科会又は審査部会に属す

る委員」と読み替えるものとする。 

２ 専門分科会又は審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、専門分科会（民

生委員審査専門分科会を除く。）の重要又は異例な事項に関する決議にあっては、この限りでな

い。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に長野市地方社会福祉審議会の委員である者は、この条例の規定に基づ

く長野市地方社会福祉審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命さ

れたものとみなされる者の任期は、第３条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における従

前の長野市地方社会福祉審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。 

（長野市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例を定める条例の廃止） 

３ 長野市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例を定める条例（平成10年長野市条例第59号）

は、廃止する。 

附 則（平成12年９月29日条例第49号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日条例第12号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月30日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

２ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第24号）の一部を次のように
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改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成20年３月28日条例第12号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年12月20日条例第30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年９月30日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月30日条例第８号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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長野市社会福祉審議会運営要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、長野市社会福祉審議会条例（平成 12 年長野市条例第３号）第９条

の規定に基づき、長野市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （専門分科会及び審査部会の会議の特例） 

第２ 専門分科会長及び審査部会長は、緊急やむを得ない理由がある場合には、委員

に対し書面により意見を求めることによって、会議の開催に代えることができる。 

 （報告） 

第３ 専門分科会長は、所掌事項について調査審議が終了したときは、その結果を委

員長に報告するものとする。 

 （庶務） 

第４ 審議会の庶務は、保健福祉部福祉政策課が行う。ただし、次の号に掲げる専門

分科会等については、当該各号に掲げる課が行う。 

  (1) 民生委員審査専門分科会 保健福祉部福祉政策課 

  (2) 障害者福祉専門分科会及び審査部会 保健福祉部障害福祉課 

  (3) 児童福祉専門分科会 こども未来部こども政策課 

  (4) 老人福祉専門分科会 保健福祉部高齢者活躍支援課 

  (5) 地域福祉専門分科会 保健福祉部福祉政策課 

 （補則） 

第５ この要領に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附則 

 この要領は、平成 12 年４月 1 日から施行する。 

 この要領は、平成 17 年４月 1 日から施行する。 

  この要領は、平成 21 年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成 26 年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

参考資料３ 
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令和２年度 長野市社会福祉審議会 

長野市職員名簿 

                                                        

 

参考資料４ 

職   名 氏   名 備  考 

保健福祉部長 中 澤 和 彦  

こども未来部長 広 田 貴 代 美  

保健所長 小 林 良 清  

保健福祉部福祉政策課長 上  田  哲  夫  

保健福祉部生活支援課長 塚 田 昌 史  

保健福祉部高齢者活躍支援課長 依 田 元 一  

保健福祉部地域包括ケア推進課長 花 立 勝 広  

保健福祉部介護保険課長 横 山  暁  

保健福祉部障害福祉課長 竹 本 好 司  

こども未来部こども政策課長 池 田  彰  

こども未来部子育て支援課長 河 西 公 志  

こども未来部保育・幼稚園課長 島 田 み ち 代  

保健福祉部保健所総務課長 今 井  剛  

保健福祉部保健所健康課長 峯 村  賢  

 

(17)


